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元
結
楽
府
に
お
け
る
「
比
興
體
制
」
と
そ
の
新
楽
府
に
対
す
る
影
響

―
「
舂
陵
行
」
を
中
心
に
―

鄧　
芳

は
じ
め
に

「
舂
陵
行
」
は
、
元
結
（
七
一
九
―
七
一
二
）
の
代
表
作
と
さ
れ
る
有
名
な
作
品
で
、
中
唐
元
和
時
期
の
新
楽
府
に
重
大
な
影
響
を
与

え
た
と
目
さ
れ
て
い
る
。
早
く
は
、
元
結
と
同
時
代
の
大
詩
人
杜
甫
（
七
一
二
―
七
七
〇
）
が
「
舂
陵
行
」
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
な
高

い
評
価
を
与
え
て
い
る
。

覽
道
州
元
使
君
結
「
舂
陵
行
」
兼
「
賊
退
後
示
官
吏（

1
）作」
二
首
、
誌
之
曰
、「
當
天
子
分
憂
之
地
、
效
漢
官
良
吏
之
目
。
今
盜
賊
未
息
、

知
民
疾
苦
、
得
結
輩
十
數
公
、
落
落
然
參
錯
天
下
為
邦
伯
、
萬
物
吐
氣
、
天
下
少
安
可
待
矣
。
不
意
復
見
比
興
體
制
、
微
婉
頓
挫
之
辭
、

感
而
有
詩
、
增
諸
卷（

2
）軸。」（
道
州
元
使
君
結
の
「
舂
陵
行
」
と
「
賊
退
き
て
後
に
官
吏
に
示
す
の
作
」
と
の
二
首
を
覽
て
、
之
を
誌
し
て

曰
く
、「
天
子
分
憂
の
地
に
當
た
り
、
漢
官
良
吏
の
目
に
效
ふ
。
今
盜
賊
未
だ
息
ま
ず
、
民
の
疾
苦
を
知
る
も
の
、
結
の
ご
と
き
軰
十
數

公
を
得
て
、
落
落
然
と
し
て
天
下
に
參
錯
せ
し
め
邦
伯
と
為
さ
ば
、
萬
物
氣
を
吐
き
、
天
下
少
や
安
か
ら
ん
こ
と
待
つ
べ
き
か
。
意
は
ざ

り
き
復
た
比
興
の
體
制
、
微
婉
頓
挫
の
詞
を
見
ん
と
は
。
感
じ
て
詩
有
り
、
諸
を
卷
軸
に
增
す
。」）
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こ
の
評
価
に
よ
っ
て
、「
舂
陵
行
」
は
元
結
の
作
品
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
杜
甫
が
言
及
し
た
「
比
興
體
制
」
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
そ
し
て
、「
舂
陵
行
」
の
「
比
興
體
制
」
は
、
中

晩
唐
楽
府
、
特
に
元
和
新
楽
府
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
は
こ
の
問
題
の
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

一
、「
比
興
體
制
」
と
は
何
か

元
結
の
「
舂
陵
行
」
を
は
じ
め
と
す
る
楽
府
詩
が
新
楽
府
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
中
国
と
日
本
の
文
学
史
や
文
学
批
評
史
及
び
研

究
論
著
で
す
で
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
杜
甫
が
な
ぜ
「
舂
陵
行
」
に
注
目
し
た
か
、
そ
し
て
な
ぜ
元
結
に
対
し
て
高
い
評
価

を
与
え
た
か
に
つ
い
て
も
、
日
中
両
国
の
先
行
研
究
に
お
い
て
す
で
に
様
々
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い（

3
）る。
だ
が
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は

「
比
興
體
制
」
の
意
味
に
つ
い
て
の
検
討
は
十
分
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
舂
陵
行
」
の
作
品
分
析
か
ら
、「
比
興
體
制
」
と
は
何
を
指
す
か

を
考
察
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
白
居
易
の
新
楽
府
理
論
に
先
駆
け
て
存
在
し
て
い
た
、
元
結
の
「
采
國
風
」
と
い
う

考
え
方
の
意
義
に
つ
い
て
の
検
討
も
、
ま
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
。
本
章
で
は
ま
ず
「
比
興
體
制
」
と
「
微
婉
頓
挫
之
辭
」
の
意
味
に
つ

い
て
考
察
を
行
い
た
い
。

「
舂
陵
行
」
の
序
文
及
び
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

癸
卯
歳
、
漫
叟
授
道
州
刺
史
。
道
州
舊
四
萬
余
戸
、
經
賊
以
來
、
不
滿
四
千
、
大
半
不
勝
賦
税
。
到
官
未
五
十
日
、
承
諸
使
徴
求
符
牒

二
百
余
封
、
皆
曰
、「
失
其
限
者
、
罪
至
貶
削
。」
於
戲
、
若
悉
應
其
命
、
則
州
縣
破
亂
、
刺
史
欲
焉
逃
罪
。
若
不
應
命
、
又
即
獲
罪
戻
、

必
不
免
也
。
吾
將
守
官
、
靜
以
安
人
、
待
罪
而
已
。
此
州
是
舂
陵
故
地
、
故
作
「
舂
陵
行
」
以
達
下
情
。（
癸
卯
の
歳
、
漫
叟
道
州
刺
史

を
授
け
ら
る
。
道
州
は
舊
四
萬
余
戸
、
賊
を
經
て
以
来
、
四
千
に
満
た
ず
、
大
半
は
賦
税
に
勝
へ
ず
。
官
に
到
り
て
未
だ
五
十
日
な
ら
ざ

る
に
、
諸
使
の
徴
求
、
符
牒
二
百
余
封
を
承
く
。
皆
曰
は
く
「
其
の
限
を
失
ふ
者
は
、
罪
貶
削
に
至
る
」
と
。
於
戲
、
若
し
悉
く
其
の
命
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に
應
ず
れ
ば
、
則
ち
州
縣
破
亂
す
。
刺
史
焉
く
に
か
罪
を
逃
れ
ん
と
欲
す
。
若
し
命
に
應
ぜ
ず
ん
ば
、
又
た
即
ち
罪
戾
を
獲
ん
こ
と
、
必

ず
免
れ
ざ
る
な
り
。
吾
將
に
官
を
守
り
、
靜
に
し
て
以
て
人
を
安
ん
じ
、
罪
を
待
つ
の
み
。
此
の
州
は
是
れ
舂
陵
の
故
地
な
り
、
故
に
「
舂

陵
行
」
を
作
り
て
以
て
下
情
を
達
す
。）

軍
國
多
所
需
、
切
責
在
有
司
。
有
司
臨
郡
縣
、
刑
法
竟
欲
施
。
供
給
豈
不
憂
、
徴
斂
又
可
悲
。
州
小
經
亂
亡
、
遺
人
實
困
疲
。
大
郷
無

十
家
、
大
族
命
單
贏
。
朝
餐
是
草
根
、
暮
食
仍
木
皮
。
出
言
氣
欲
絶
、
意
速
行
歩
遲
。
追
呼
尚
不
忍
、
況
乃
鞭
撲
之
。
郵
亭
傳
急
符
、
來

往
跡
相
追
。
更
無
寬
大
恩
、
但
有
迫
促
期
。
欲
令
鬻
兒
女
、
言
發
恐
亂
隨
。
悉
使
索
其
家
、
而
又
無
生
資
。
聽
彼
道
路
言
、
怨
傷
誰
復
知
。

去
冬
山
賊
來
、
殺
奪
幾
無
遺
。
所
願
見
王
官
、
撫
養
以
惠
慈
。
奈
何
重
驅
逐
、
不
使
存
活
為
。
安
人
天
子
命
、
符
節
我
所
持
。
州
縣
忽
亂

亡
、
得
罪
復
是
誰
。
逋
緩
違
詔
令
、
蒙
責
固
所
宜
。
前
賢
重
守
分
、
惡
以
禍
福
移
。
亦
云
貴
守
官
、
不
愛
能
適
時
。
顧
惟
孱
弱
者
、
正
直

當
不
虧
。
何
人
采
國
風
、
吾
欲
獻
此（

4
）辭。

（
軍
國
需
む
る
所
多
く
、
切
責
は
有
司
に
在
り
。
有
司
郡
縣
に
臨
み
、
刑
法
竟
に
施
さ
ん
と
欲
す
。
供
給
豈
に
憂
へ
ざ
ら
ん
や
、
徴
斂

又
た
悲
し
む
べ
し
。
州
小
に
し
て
亂
亡
を
經
、
遺
れ
る
人
は
實
に
困
疲
す
。
大
郷
に
十
家
無
く
、
大
族
も
命
單
贏
な
り
。
朝
餐
は
是
れ
草

根
に
し
て
、
暮
食
も
仍
ほ
木
皮
な
り
。
言
を
出
だ
せ
ば
氣
絶
え
ん
と
欲
し
、
意
速
け
れ
ど
行
步
遲
し
。
追
呼
す
る
す
ら
尚
ほ
忍
び
ざ
る
に
、

況
や
乃
ち
之
を
鞭
撲
す
る
を
や
。
郵
亭
急
符
を
傳
へ
、
來
往
し
て
跡
相
追
ふ
。
更
に
寬
大
の
恩
無
く
、
但
だ
迫
促
の
期
有
る
の
み
。
兒
女

を
鬻
が
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
言
發
す
れ
ば
亂
隨
は
ん
を
恐
る
。
悉
く
其
の
家
を
索
め
し
む
る
も
、
而
も
又
た
生
資
無
し
。
彼
の
道
路
の

言
を
聽
く
に
、
怨
傷
誰
か
復
た
知
ら
ん
。
去
冬
山
賊
來
り
、
殺
奪
し
て
幾
ど
遺
す
無
し
。
願
ふ
所
は
王
官
の
、
撫
養
す
る
に
惠
慈
を
以
て

す
る
を
見
ん
こ
と
な
り
。
奈
何
ん
ぞ
重
ね
て
驅
逐
し
て
、
存
活
せ
し
め
ざ
ら
ん
か
。
人
を
安
ん
ず
る
は
天
子
の
命
な
り
、
符
節
は
我
の
持

つ
所
な
り
。
州
縣
忽
ち
亂
亡
せ
ば
、
罪
を
得
る
は
復
た
是
れ
誰
ぞ
。
逋
緩
せ
し
め
て
詔
令
に
違
ふ
、
責
を
蒙
る
は
固
よ
り
宜
な
る
所
な
り
。
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前
賢
分
を
守
る
を
重
ん
ず
、
惡
く
ん
ぞ
禍
福
を
以
て
移
ら
ん
。
亦
た
云
に
官
を
守
る
を
貴
び
、
能
く
時
に
適
ふ
を
愛
せ
ず
。
顧
る
は
惟
れ

孱
弱
な
る
者
、
正
直
當
に
虧
か
ざ
る
べ
し
。
何
人
か
國
風
を
采
ら
ん
、
吾
此
の
辭
を
獻
ぜ
ん
と
欲
す
。）

「
舂
陵
行
」
は
、
元
結
が
広
徳
二
年
（
七
六
四
）
に
刺
史
と
し
て
道
州
に
着
任
し
た
時
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
序
文
と
本
文
は
道

州
の
悲
惨
な
状
況
を
具
体
的
に
述
べ
て
か
ら
、
官
吏
と
し
て
「
顧
み
る
に
惟
れ
孱
弱
の
者
、
正
直
當
に
虧
か
ざ
る
べ
し
」
と
い
う
決
意
を

明
示
し
、
更
に
、
こ
の
詩
を
通
し
て
「
以
達
下
情
」、
つ
ま
り
道
州
の
州
民
の
願
い
を
朝
廷
や
君
主
に
伝
え
よ
う
と
す
る
意
欲
を
も
表
明

し
て
い
る
。
詩
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
が
素
朴
で
直
截
な
叙
述
か
ら
成
っ
て
お
り
、
芸
術
的
な
表
現
手
法
を
用
い
た
箇
所
は
少
な
い
が
、
会

話
や
独
白
を
取
り
入
れ
、
あ
る
い
は
典
型
的
な
人
物
像
と
典
型
的
な
場
面
を
盛
り
込
む
こ
と
で
普
遍
的
な
社
会
状
況
を
映
し
出
そ
う
と
し

て
い
る
点
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
漢
魏
楽
府
に
よ
く
見
ら
れ
る
伝
統
的
な
描
写
手
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
舂
陵
行
」
と
い
う
題
の
付
け
方

は
伝
統
な
旧
楽
府
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。「
舂
陵
」
は
秦
代
か
ら
漢
代
に
か
け
て
、
現
在
の
湖
北
省
東
南
と
湖
南
省
の
一
部
に
設

置
さ
れ
た
郡
県
名
だ
が
、
唐
代
で
は
「
道
州
」
と
い
う
州
に
な
っ
た
。
道
州
で
作
ら
れ
た
こ
の
詩
に
「
舂
陵
行
」
と
い
う
新
題
を
つ
け
た

の
は
、
漢
代
楽
府
の
精
神
に
倣
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
同
時
、
杜
甫
が
三
字
題
の
「
新
題
楽
府
」
を
多
く
作
っ
た
の
と
同
様
、「
即
事
名
篇
、

無
復
依（

5
）傍」（
具
体
的
な
内
容
に
基
づ
い
て
題
名
を
つ
け
、
旧
楽
府
の
題
を
使
わ
な
い
）
と
い
う
新
た
な
手
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
点
は
、
旧
楽
府
と
の
重
要
な
違
い
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
新
楽
府
の
典
型
的
な
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
、「
舂
陵
行
」
は

歌
行
体
で
あ
る
が
、
こ
の
三
文
字
の
「
○
○
行
」
と
題
す
る
楽
府
詩
は
、
杜
甫
か
ら
白
居
易
に
至
る
新
楽
府
作
品
に
お
い
て
最
も
よ
く
用

い
ら
れ
る
題
名
の
形
式
で
あ
る
。
郭
茂
倩
『
樂
府
詩
集
』
巻
九
十
六
「
新
樂
府
辭
」
に
は
元
結
の
「
舂
陵
行
」
は
収
め
ら
れ
て
は
い
な
い

が
、「
舂
陵
行
」
は
楽
府
、
あ
る
い
は
新
題
楽
府
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
中
両
国
の
先
行
研（

6
）究に

お
い
て
す
で
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い（

7
）る。

安
史
の
乱
中
と
乱
後
、
新
題
楽
府
に
様
々
な
庶
民
の
苦
し
み
を
描
い
た
杜
甫
は
、
同
じ
新
題
楽
府
で
あ
る
元
結
の
「
舂
陵
行
」
の
意
義
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を
よ
く
理
解
し
た
上
で
、「
同
元
使
君
『
舂
陵
行
』」
の
詩
を
書
き
、
そ
の
詩
の
序
で
元
結
が
「
民
衆
の
苦
し
み
を
知
る
（
知
民
疾
苦
）」

こ
と
を
褒
め
称
え
、
元
結
の
「
舂
陵
行
」、「
賊
退
示
官
吏
」
の
両
詩
に
は
「
比
興
體
制
」
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
称
讃
し
た
。
さ
ら
に
、

詩
の
本
文
の
中
で
ま
た
元
結
の
両
詩
が
、
光
り
輝
く
秋
の
月
や
華
や
か
な
星
の
よ
う
だ
（
兩
章
對
秋
月
、
一
字
偕
華
星
）
と
賛
美
し（

8
）た。

杜
甫
は
、「
舂
陵
行
」
の
す
ば
ら
し
さ
に
つ
い
て
主
に
三
つ
の
面
を
挙
げ
て
い
る
。
内
容
が
「
知
民
疾
苦
」
で
あ
り
、「
體
制
」
が
「
比
興

體
制
」
で
あ
り
、
文
辞
が
「
微
婉
頓
挫
之
辭
」
で
あ
る
と
い
う
三
点
で
あ
る
。
内
容
の
「
知
民
疾
苦
」
に
つ
い
て
は
わ
か
り
や
す
い
が
、「
體

制
」
と
文
辞
に
つ
い
て
の
評
価
は
難
解
な
の
で
、
い
ま
だ
満
足
の
い
く
解
釈
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
中
国
で
最
も
よ
く
読
ま
れ
て

い
る
文
学
批
評
史
、
王
運
煕
・
楊
明
両
氏
の
『
隋
唐
五
代
文
学
批
評
史
』
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

杜
甫
贊
美
元
結
的
詩
歌
具
有
「
比
興
體
制
」
和
「
微
婉
頓
挫
之
辭
」，
著
重
肯
定
它
們
繼
承
了
『
詩
經
』
美
刺
比
興
和
「
主
文
而
譎
諫
」

（
毛
詩
序
）
的
傳
統
，
註
意
運
用
詩
歌
對
封
建
統
治
者
進
行
諷
諭
，
産
生
有
益
於
政
治
教
化
的
作
用
。
元
結
這
兩
首
詩
，
實
際
沒
有
采
用

比
興
手
法
，
用
的
是
直
寫
情
事
的
賦
體
，
可
見
杜
甫
稱
贊
它
們
具
有
「
比
興
體
制
」，
在
於
強
調
詩
歌
創
作
應
當
發
揚
美
刺
比
興
的
精
神
，

而
不
在
於
是
否
運
用
比
興
手
法
。
元
結
這
兩
首
詩
，
内
容
雖
好
，
但
語
言
質
樸
，
敘
事
抒
情
並
不
生
動
，
藝
術
成
就
不
算
高
，
杜
甫
稱
贊

它
們
「
兩
章
對
秋
月
，
一
字
偕
華
星
」，
光
輝
閃
耀
，
主
要
也
是
從
它
們
的
政
治
内
容
和
諷
諭
精
神
著（

9
）眼。

（
杜
甫
が
元
結
の
詩
歌
の
「
比
興
體
制
」「
微
婉
頓
挫
之
辭
」
と
い
う
点
を
賛
美
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
『
詩
經
』
の
美
刺
比
興
と
「
主

文
而
譎
諫
」
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
、
詩
歌
を
用
い
て
統
治
者
に
諷
諭
を
し
、
政
治
教
化
に
役
に
立
て
て
い
る
こ
と
を
肯
定
し
た
の
で
あ

る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
元
結
の
こ
の
二
篇
の
作
品
に
お
い
て
は
「
比
興
」
と
い
う
手
法
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
事
柄
を
直
叙
す
る
「
賦
」

の
ス
タ
イ
ル
を
使
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
杜
甫
が
「
比
興
體
制
」
と
賛
美
し
た
の
は
、
詩
歌
創
作
に
お
い
て
美
刺
比
興
精
神
を
発
揚
す
べ

き
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
り
、「
比
興
」
の
手
法
が
用
い
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
関
係
な
い
。
元
結
の
こ
の
二
篇
の
作
品
は
、
内
容
は

よ
い
が
、
言
葉
は
素
朴
で
、
叙
事
抒
情
も
生
き
生
き
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
芸
術
的
な
完
成
度
が
高
い
と
は
言
え
な
い
が
、
杜
甫
は
こ
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れ
ら
を
、「
二
篇
の
詩
は
秋
の
月
の
よ
う
、
一
字
一
字
は
全
て
華
や
か
な
星
の
よ
う
に
光
り
輝
い
て
い
る
」
と
賛
美
し
た
が
、
そ
の
輝
き

と
い
う
の
は
主
と
し
て
そ
の
政
治
的
な
内
容
と
諷
諭
精
神
の
方
面
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。）

「
比
興
體
制
」
と
「
微
婉
頓
挫
之
辭
」
に
対
す
る
王
運
煕
・
楊
明
両
氏
の
解
釈
に
は
い
く
ら
か
無
理
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
両
氏
は
、

杜
甫
の
言
う
「
比
興
體
制
」
と
「
微
婉
頓
挫
之
辭
」
を
、
実
際
の
「
體
制
」
と
文
辞
の
こ
と
で
は
な
く
、
精
神
的
な
も
の
、
即
ち
『
詩
經
』

の
美
刺
比
興
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
、「
政
治
内
容
和
諷
諭
精
神
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
、
両
氏
が
指
摘
す
る

通
り
「
舂
陵
行
」
及
び
「
賊
退
示
官
吏
」
に
お
い
て
は
「
比
興
」
と
い
う
手
法
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
し
か
し
、
杜
甫

が
敢
え
て
「
比
興
體
制
」
と
言
っ
た
の
は
、
本
当
に
「
美
刺
比
興
的
精
神
」
の
み
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、「
微
婉
頓
挫
之
辭
」
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
い
。
周
知
の
と
お
り
、
杜
甫
は
「
進
雕
賦
表
」
に
お
い
て
自
身
の
詩
風
を
「
沈

鬱
頓
挫
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
自
負
し
て
い（

10
）る。
元
結
の
文
章
に
対
し
て
も
「
微
婉
頓
挫
之
辭
」
と
の
賛
辞
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
頓
挫
」
と
い
う
言
葉
は
杜
甫
の
文
学
理
論
に
お
い
て
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
の
学
者
た
ち
は
「
頓
挫
」
に
つ
い
て

さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
音
調
の
抑
揚
や
感
情
の
起
伏
、
或
は
両
者
を
兼
ね
備
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い

（
11
）る。
だ
が
張
安
祖
氏
は
「
杜
甫
沈
鬱
頓
挫
本
意
探
源
」
に
お
い
て
、
陸
機
「
文
賦
」
の
「
箴
頓
挫
而
清
壯
（
箴
は
頓
挫
清
壯
た
り
）」
と

い
う
句
に
対
す
る
李
善
註
「
箴
以
譏
刺
得
失
、
故
頓
挫
清
壯
（
箴
は
得
失
を
譏
刺
す
る
を
以
て
す
、
故
に
頓
挫
清
壯
た
り
）」
を
引
い
て
、

「
頓
挫
」
が
曲
折
し
た
婉
曲
な
諷
諭
の
文
辞
を
言
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
張
氏
は
更
に
仏
教
経
典
の
例
を
挙
げ
て
、
仏
法
を

教
え
広
め
る
た
め
の
巧
妙
な
言
い
方
も
「
頓
挫
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し（

12
）た。
す
な
わ
ち
、「
頓
挫
」
は
張
氏
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
、「
曲
折
見
諷
」、「
寓
有
諷
諭
」
で
あ
り
、
諷
諭
、
説
得
な
ど
の
婉
曲
な
文
辞
の
風
格
を
言
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
杜
甫
の
言
う
「
微
婉
頓
挫
之
辭
」
と
は
、
元
結
「
舂
陵
行
」
が
諷
諭
を
す
る
際
の
婉
曲
な
言
葉
遣
い
を
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

で
は
「
比
興
體
制
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
「
比
興
」、
或
は
「
比
」
と
「
興
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現
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在
多
く
の
場
合
「
比
」
と
「
興
」
は
『
詩
經
』
に
お
け
る
表
現
手
法
や
創
作
経
験
か
ら
総
括
し
て
得
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

中
国
の
文
学
史
や
批
評
史
に
お
い
て
、
最
も
よ
く
引
用
さ
れ
る
解
釈
は
鄭
衆
（
鄭
司
農
）
の
「
比
者
、
比
方
於
物
…
…
興
者
、
托
事
於

（
13
）物」（
比
は
、
物
に
比
方
し
…
…
興
は
、
物
に
事
を
托
す
）
と
の
解
釈
、
及
び
宋
代
・
朱
熹
の
『
詩
集
傳
』
に
見
え
る
以
下
の
説
で
あ
る
。

比
者
、
以
彼
物
比
此
物
也
、
…
…
興
者
、
先
言
他
物
、
以
引
起
所
詠
之
詞
（
14
）也。（
比
は
、
彼
の
物
を
以
て
此
の
物
に
比
す
る
な
り
、

…
…
興
は
、
先
に
他
の
物
を
言
ひ
て
、
以
て
詠
ず
る
所
の
詞
を
引
起
す
。）

こ
の
よ
う
に
「
比
」
と
「
興
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
が
表
現
技
法
で
あ
る
と
明
確
に
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宋
代
以
降
に
お
け

る
「
比
」
と
「
興
」
の
解
釈
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
、
現
在
に
お
い
て
も
よ
く
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
考
え
れ

ば
、
確
か
に
元
結
の
「
舂
陵
行
」
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
「
比
興
手
法
」
は
見
出
せ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
上
述
の
王
・
楊
両
氏
は
『
隋
唐
五

代
文
学
批
評
史
』
に
お
い
て
杜
甫
の
意
は
美
刺
比
興
の
精
神
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
と
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
比
興
」
の
解
釈
史
を
概
観
し
よ
う
。「
比
興
」
は
中
国
文
学
理
論
の
中
で
最
も
複
雑
な
概
念
の
一
つ
と
言
わ
れ
、
時
代
や
注

釈
者
に
よ
っ
て
理
解
も
異
な
っ
て
い（

15
）る。
鄭
衆
の
後
、
後
漢
の
鄭
玄
は
『
周
禮
』
と
『
毛
詩
』
の
注
釈
に
お
い
て
「
比
」
と
「
興
」
は
政

治
に
対
す
る
「
美
刺
」
の
方
法
で
あ
る
と
解
釈（

16
）し、
こ
の
「
政
治
美
刺
」
の
解
釈
は
後
漢
か
ら
唐
代
に
か
け
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

そ
の
後
、
六
朝
の
劉
勰
は
「
比
興
」
を
芸
術
効
用
と
政
治
効
用
の
両
面
か
ら
論
じ（

17
）た。
ま
た
、
鐘
嶸
は
主
に
文
学
の
面
か
ら
「
比
興
」
の

表
現
技
法
と
し
て
の
特
徴
や
芸
術
的
な
効
果
を
論
じ（

18
）た。
唐
代
に
至
り
、「
比
興
」
に
対
す
る
解
釈
は
ま
た
政
治
の
方
向
へ
回
帰
し
て
き

た
。
唐
代
文
人
は
ほ
と
ん
ど
が
「
比
」
と
「
興
」
の
政
治
風
諭
の
面
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
孔
穎
達
は
鄭
玄
の
説
に
基
づ
い
て
、

「
比
」
と
「
興
」
に
関
す
る
「
集
大
成
」
の
説
を
提
出
し
た
：
「
詩
皆
用
之
於
樂
、
言
之
者
無
罪
。
賦
則
直
陳
其
事
。
於
比
、
興
云
不
敢
斥
言
、

嫌
於
媚
諛
者
、
據
其
辭
不
指
斥
、
若
有
嫌
懼
之
意
。
其
實
作
文
之
體
、
理
自
當
然
、
非
有
所
嫌
懼（

19
）也。（
詩
は
皆
之
を
用
ふ
る
に
樂
に
於



8

東京大学中国語中国文学研究室紀要 第 11 号

い
て
し
、
之
を
言
ふ
は
罪
無
し
。
賦
は
則
ち
直
ち
に
其
の
事
を
陳
ぶ
。
比
、
興
に
お
け
る
や
敢
へ
て
斥
言
せ
ず
、
媚
諛
す
る
を
嫌
ふ
者
は
、

其
の
辭
の
指
斥
せ
ざ
る
に
據
り
て
、
嫌
懼
の
意
有
る
が
若
き
な
る
を
云
ふ
。
其
れ
實
に
作
文
の
體
は
、
理
は
自
ら
當
に
然
る
べ
く
、
嫌
懼

す
る
所
有
る
に
非
ざ
る
な
り
）」
孔
穎
達
の
後
の
唐
代
文
人
は
、「
比
興
」
の
政
治
風
諭
の
面
を
更
に
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
陳
子
昂
は
「
夫
詩
可
以
比
興
也
、
不
言
曷（

20
）著。」（
夫
れ
詩
は
比
興
を
以
て
す
べ
き
な
り
、
言
は
ず
し
て
曷
ぞ
著
さ
ん
や
？
）
述
べ

て
い
る
し
、
殷
璠
も
斉
梁
詩
を
「
都
無
興
象
、
但
貴
輕（

21
）艷」（
都
な
興
象
無
く
、
但
だ
輕
艷
を
貴
ぶ
）
と
批
判
し
た
。
ま
た
白
居
易
は
さ

ら
に
明
確
に
「
凡
所
適
所
感
、
關
於
美
刺
興
比
者
、
…
…
謂
之
諷
諭（

22
）詩。」（
凡
そ
所
適
所
感
は
、
美
刺
興
比
に
關
は
る
者
に
し
て
、
…
…

之
を
諷
諭
詩
と
謂
ふ
。）
と
主
張
し
た
。
以
上
の
用
例
か
ら
見
る
と
、
杜
甫
が
「
比
興
」
を
「
美
刺
風
諭
」
の
意
味
で
用
い
て
い
た
と
し

て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
よ
っ
て
、
王
・
楊
両
氏
が
「
比
興
體
制
」
を
「
在
於
強
調
詩
歌
創
作
應
當
發
揚
美
刺
比
興
的
精
神
」
と
指
摘
す

る
の
は
、「
比
興
」
に
関
し
て
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
體
制
」
を
「
精
神
」
に
お
き
か
え
る
の
は
適
当
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、「
體
制
」
に
つ
い
て
の
解
釈
を
整
理
し
て
み
た
い
。
三
国
・
魏
の
嵇
康
「
琴
賦
」
の
序
に
「
然
八
音
之
器
、
歌
舞
之
象
、
歴
世
才
士
、

並
為
之
賦
頌
。
其
體
制
風
流
、
莫
不
相（

23
）襲」（
然
る
に
八
音
の
器
、
歌
舞
の
象
は
、
歴
世
の
才
士
、
並
び
に
之
が
賦
頌
を
為
る
。
其
の
體

制
風
流
、
相
襲
は
ざ
る
は
莫
し
）
と
あ
り
、
管
見
の
限
り
、
こ
れ
が
文
献
資
料
に
お
け
る
「
體
制
」
の
初
出
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
體
制
」

の
意
味
に
は
、
賦
頌
の
文
体
上
の
特
徴
や
風
格
が
含
ま
れ
て
お
り
、
精
神
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
南
朝
・

梁
の
劉
勰
『
文
心
雕
龍
』「
附
会
」
篇
に
「
夫
才
童
學
文
、
宜
正
體
制
、
必
以
情
志
為
神
明
、
事
義
為
骨
髓
、
辭
采
為
肌
膚
、
宮
商
為
聲

（
24
）氣」（
夫
れ
才
童
の
文
を
學
ぶ
や
、
宜
し
く
體
制
を
正
す
べ
し
、
必
ず
情
志
を
以
て
神
明
と
為
し
、
事
義
も
て
骨
髓
と
為
し
、
辭
采
も
て

肌
膚
と
為
し
、
宮
商
も
て
聲
氣
と
為
さ
ん
）
と
あ
り
、
こ
の
「
體
制
」
に
対
し
て
、『
文
心
雕
龍
』
の
注
釈
家
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
出

し
て
い（

25
）る。
そ
の
中
で
最
も
重
視
す
べ
き
は
詹
鍈
氏
の
「
包
括
體
裁
及
其
在
情
志
、
事
義
、
辭
采
、
宮
商
等
方
面
的
規
格
要
求
、
也
包
括

風（
26
）格」（
文
学
作
品
の
様
式
、
及
び
そ
の
情
志
、
事
義
、
辞
采
（
文
章
の
あ
や
）、
宮
商
（
韻
律
の
美
）
な
ど
の
面
に
お
け
る
規
準
と
条
件
、

そ
し
て
風
格
を
も
含
む
）
と
の
解
釈
で
あ
る
。
後
の
注
釈
者
は
し
ば
し
ば
詹
鍈
氏
の
説
を
採
用
し
て
い（

27
）る。
各
家
の
意
見
に
、
筆
者
自
身



元結楽府における「比興體制」とその新楽府に対する影響9

東京大学中国語中国文学研究室紀要 第 11 号

の
考
え
を
加
味
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
體
制
」
は
「
體
」
と
「
制
」
の
結
合
詞
で
、「
體
」
は
「
文
體
」、「
制
」

は
文
体
に
応
じ
た
具
体
的
な
文
章
の
風
格
や
要
件
な
ど
で
あ
り
、
文
章
の
文
体
、
様
式
、
風
格
特
徴
、
基
準
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
は
な

い
か
。
唐
代
に
至
る
と
、
劉
知
幾
の
『
史
通
』「
六
家
」
に
は
「
唯
『
東
觀
』
曰
『
記
』、『
三
國
』
曰
『
誌
』、
然
稱
謂
雖
別
、
而
體
制
皆

（
28
）同」（
唯
だ
『
東
觀
』
を
「
記
」
と
曰
ひ
、『
三
國
』
を
「
誌
」
と
曰
ふ
、
然
（
し
か
）
る
に
稱
謂
は
別
な
る
と
雖
も
、
體
制
は
皆
同
じ
）

と
あ
り
、
こ
の
「
體
制
」
に
は
「
記
」
と
「
誌
」
の
文
体
、
及
び
そ
れ
に
応
じ
た
内
容
、
風
格
な
ど
の
面
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
さ
ら
に
、
孔
穎
達
が
附
し
た
鄭
玄
の
「
詩
譜
・
周
頌
」
に
対
す
る
「
疏
」
に
は
「
然
『
魯
頌
』
之
文
、
尤
類
『
小
雅
』、
比
之
『
商
頌
』、

體
制
又（

29
）異」（
然
る
に
『
魯
頌
』
の
文
、
尤
も
『
小
雅
』
に
類
す
、
之
を
『
商
頌
』
に
比
す
る
に
、
體
制
又
異
な
る
）
と
あ
り
、
そ
の
後
、

明
代
の
胡
應
麟
『
少
室
山
房
筆
叢
・
四
部
正
訛
下
』
に
も
「『
穆
天
子
傳
』
與
『
列
子
』
體
制
不
同
、
各
極
古
雅
」（『
穆
天
子
傳
』
と
『
列

子
』
と
は
體
制
同
じ
か
ら
ざ
る
も
、
各
々
古
雅
を
極
む
）
と
あ
り
、
こ
れ
ら
も
文
体
の
様
式
に
風
格
や
要
件
を
加
え
た
も
の
を
指
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。

よ
っ
て
、「
比
興
體
制
」
が
「
美
刺
比
興
的
精
神
」
の
み
を
指
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
、
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。『
詩
經
』
の
芸
術

的
な
特
色
と
し
て
知
ら
れ
る
「
比
興
」
は
、
唐
代
で
は
時
世
を
風
刺
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、

「
體
制
」
は
文
章
の
「
體
」
と
文
体
に
応
じ
た
「
制
」、
つ
ま
り
文
章
表
現
に
お
け
る
具
体
的
な
特
徴
を
指
し
て
い
る
。
杜
甫
が
「
比
興
體

制
」
と
い
う
語
を
用
い
て
褒
め
称
え
て
い
る
の
は
、
元
結
の
「
舂
陵
行
」
が
政
治
を
直
接
批
判
す
る
「
賦
」
体
で
は
な
く
、
婉
曲
な
諷
諭

の
文
章
形
式
と
風
格
を
用
い
て
い
る
と
い
う
点
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、「
舂
陵
行
」
に
見
ら
れ
る
「
比
興
體
制
」

で
は
、
元
結
の
「
舂
陵
行
」
に
お
い
て
、「
比
興
體
制
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
舂
陵
行
」
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
こ
の
詩
に
は
一
箇
所
だ
け
視
点
の
転
換
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
詩
の
序
文
や
本
文
の
前
半
は
作
者
の
一
人
称
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の
視
点
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
去
冬
山
賊
來
、
殺
奪
幾
無
遺
。
所
願
見
王
官
、
撫
養
以
惠
慈
。
奈
何
重
驅
逐
、
不
使
存
活
為
」
の

部
分
だ
け
は
、
民
衆
の
「
道
路
言
」
を
直
に
引
用
し
て
、
第
三
者
の
視
点
か
ら
当
時
の
政
治
の
弊
害
や
人
民
の
苦
痛
を
描
写
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、
元
結
は
ま
た
一
人
称
の
視
点
に
戻
り
、
官
吏
と
し
て
の
「
顧
惟
孱
弱
者
、
正
直
當
不
虧
」
と
い
う
立
場
を
鮮
明
に
表

明
し
、
更
に
最
後
に
「
何
人
采
國
風
、
吾
欲
獻
此
辭
」
と
述
べ
、
采
詩
の
官
に
よ
っ
て
人
民
の
窮
状
を
朝
廷
に
伝
え
た
い
と
い
う
願
い
を

述
べ
た
。
こ
こ
か
ら
元
結
は
自
覚
的
に
こ
の
作
品
を
『
詩
経
』
國
風
を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
だ
が
、

元
結
の
願
い
に
つ
い
て
は
、
い
く
ら
か
分
析
が
必
要
と
な
ろ
う
。「
舂
陵
行
」
が
書
か
れ
た
時
、
元
結
は
君
主
に
直
接
上
奏
す
る
こ
と
が

で
き
る
刺
史
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
詩
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
詩
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
「
謝
上
表
」
と
「
奏
免
科
率
状
」
を
朝
廷

に
奉
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
唐
の
時
代
に
は
「
采
詩
の
官
」
と
い
う
官
職
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
で
は
ど
う
し
て
元
結
は
自
分
の
こ

の
作
品
を
采
詩
の
官
を
通
じ
て
朝
廷
に
奉
り
た
い
と
願
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、「
舂
陵
行
」
を
、「
謝
上
表
」
お
よ
び
「
奏
免
科
率
状
」
と
い
う
二
つ
の
公（

30
）文と
比
較
し
て
み
よ
う
。
上
述
の
加
藤
敏
氏
は
「
元

結
の
『
舂
陵
行
』
と
『
賊
退
示
官
吏
』
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、「
舂
陵
行
」
と
二
つ
の
公
文
を
詳
し
く
比
較
し
な
が
ら
、「
舂
陵
行
」
は
「
楽

府
の
形
を
と
り
な
が
ら
、（
中
略
）
道
州
の
窮
乏
と
自
ら
の
刺
史
と
し
て
の
在
り
方
を
、
朝
廷
に
対
し
て
、
理
念
的
に
は
天
子
で
あ
る
代

宗
に
対
し
て
、
よ
り
印
象
的
に
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
加
藤
氏
の
意
見
に
賛
成

す
る
が
、
更
に
加
え
て
、「
謝
上
表
」
と
「
奏
免
科
率
状
」
は
元
結
の
一
人
称
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
地
方
官
の
立
場
で
の

朝
廷
へ
の
奏
表
で
あ
る
か
ら
、
朝
廷
・
君
主
の
命
令
に
謹
ん
で
従
う
態
度
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
具
体
的
な
政
策
の
問
題
点
に
対
し

て
は
非
常
に
慎
重
に
、
言
葉
を
選
ん
で
、
自
ら
の
判
断
や
決
意
を
呈
示
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
風
刺
や
直
接
的
な
諫
言
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
、「
舂
陵
行
」
で
は
よ
り
大
胆
に
、
よ
り
直
接
的
に
時
の
政
治
の
弊
害
や
人
民
の
苦
痛
を
描
写
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
民
衆
の
苦
し
み
に
関
す
る
描
写
は
、「
謝
上
表
」
で
は
「
耆
老
見
臣
、
俯
伏
而
泣
、
官
吏
見
臣
、
已
無
菜
色
。
城

池
井
邑
、
但
生
荒
草
、
登
高
極
望
、
不
見
人
煙
」（
耆
老
臣
を
見
て
、
俯
伏
し
て
泣
き
、
官
吏
臣
を
見
て
、
已
に
菜
色
無
し
。
城
池
井
邑
、
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但
だ
荒
草
の
生
ふ
る
の
み
、
登
高
し
て
極
望
す
る
に
、
人
煙
を
見
ず
）
と
述
べ
、「
奏
免
科
率
状
」
で
も
「
百
姓
歸
復
、
十
不
存
一
、
資

產
皆
無
、
人
心
嗷
嗷
、
未
有
安
者
」（
百
姓
歸
復
す
る
も
、
十
に
一
も
存
せ
ず
、
資
産
皆
無
く
、
人
心
嗷
嗷
と
し
て
、
未
だ
安
ん
ず
る
者

有
ら
ず
）
と
あ
る
。
し
か
し
、「
舂
陵
行
」
に
お
い
て
は
「
州
小
經
亂
亡
、
遺
人
實
困
疲
。
大
郷
無
十
家
、
大
族
命
單
贏
。
朝
餐
是
草
根
、

暮
食
仍
木
皮
。
出
言
氣
欲
絶
、
意
速
行
歩
遲
。
追
呼
尚
不
忍
、
況
乃
鞭
撲
之
」
と
描
き
、
杜
甫
が
指
摘
す
る
通
り
、「
知
民
疾
苦
」
の
気

持
ち
を
よ
り
鮮
明
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
謝
上
表
」
は
道
州
刺
史
を
拝
し
た
こ
と
を
謝
し
、
加
え
て
官
吏
の
任
用
に
つ

い
て
の
自
分
の
考
え
を
君
主
に
進
言
す
る
と
い
う
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
奏
免
科
率
状
」
は
道
州
の
租
税
徴
求
の
免
除
を
願

う
旨
を
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
公
文
は
ど
ち
ら
も
政
策
の
問
題
点
に
対
し
て
直
接
的
な
批
判
の
内
容
を
含
ん
で
い
な
い
。

し
か
し
、「
舂
陵
行
」
に
お
い
て
元
結
は
「
道
路
言
」
を
通
し
て
租
税
徴
求
の
政
策
を
批
判
し
て
い
る
。
特
に
「
所
願
見
王
官
、
撫
養
以

惠
慈
。
奈
何
重
驅
逐
、
不
使
存
活
為
」
の
よ
う
に
悪
政
を
明
確
に
批
判
し
た
言
葉
は
、
楽
府
詩
に
し
か
許
さ
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
楽
府
は
、
官
吏
の
立
場
で
奏
上
し
た
公
文
よ
り
も
は
る
か
に
自
由
に
且
つ
大
胆
に
、
民
衆
の
苦
し
み
と
社
会
の
弊

害
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
元
結
は
、
具
体
的
な
政
策
に
よ
っ
て
生
じ
る
様
々
な
よ
く
な
い
事
象
に
対
し
て
批
判
的
な
意

見
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
地
方
官
と
し
て
直
接
的
に
は
批
判
で
き
な
い
の
で
、
第
三
者
の
視
点
や
民
衆
の
不
平
と
い
う
形
を
借
り
て
表

現
し
、「
舂
陵
行
」
と
い
う
楽
府
を
作
り
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
楽
府
詩
で
あ
っ
て
も
、
元
結
は
一
人
称
で
、
刺
史
と
し

て
「
奈
何
重
驅
逐
、
不
使
存
活
為
」
と
政
治
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
民
衆
の
言
葉
の
引
用
と
い
う
形
で
政
治
を
批

判
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
か
ら
、
こ
の
詩
は
、
政
治
へ
の
直
接
な
批
判
で
は
な
く
、
婉
曲
的
に
諷
諭
す
る
表
現
形
式
を
備
え

た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
杜
甫
が
賛
美
し
た
「
比
興
體
制
」「
微
婉
頓
挫
之
辭
」
と
い
う
評
語
の
具
体
的
に
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
点
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
点
、「
舂
陵
行
」
と
い
う
作
品
の
特
徴
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
一
人
称
の
部
分
が
一
貫
し
て
「
道
州
刺
史
」

の
立
場
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
元
結
は
地
方
官
の
使
命
で
あ
る
と
の
自
覚
を
持
っ
て
民
衆
の
窮
状
を
訴
え
る
詩
を
作
り
、
采
詩
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の
復
活
を
主
張
し
て
い
る
。
漢
代
楽
府
及
び
杜
甫
の
新
題
楽
府
は
、「
世
を
憂
う
る
人
」
と
い
う
一
般
的
な
立
場
か
ら
語
ら
れ
、
登
場
人

物
の
台
詞
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
元
結
が
刺
史
の
立
場
で
作
詩
す
る
こ
と
は
、
批
判
は
婉
曲
に
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

の
制
限
を
受
け
つ
つ
も
、「
世
を
憂
う
る
人
」
の
歌
と
は
異
な
る
、
鋭
さ
や
あ
る
種
の
迫
力
を
生
ん
で
い
る
。
例
え
ば
「
舂
陵
行
」
で
「
欲

令
鬻
兒
女
、
言
發
恐
亂
隨
。
悉
使
索
其
家
、
而
又
無
生
資
」
な
ど
は
、
刺
史
の
立
場
で
な
け
れ
ば
詠
え
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

杜
甫
や
白
居
易
は
、
楽
府
詩
の
製
作
に
お
い
て
元
結
に
ま
さ
る
も
の
が
あ
り
、
例
え
ば
杜
甫
の
「
三
吏
」、「
三
別
」
や
白
居
易
の
「
売
炭

翁
」
な
ど
は
人
物
描
写
や
会
話
に
よ
っ
て
生
彩
を
生
ん
で
い
る
。
だ
が
、
刺
史
の
詩
の
迫
力
は
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ

は
元
結
の
独
自
の
「
體
制
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
杜
甫
が
「
比
興
體
制
」
と
呼
ん
で
敬
意
を
表
し
た
の
は
、
刺
史
と
し
て
の
使
命
感

に
裏
打
ち
さ
れ
た
詩
の
風
格
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

三
、「
采
詩
」
：
意
義
と
貢
献

「
舂
陵
行
」
の
最
後
の
二
句
は
、「
何
人
采
國
風
、
吾
欲
獻
此
辭
」（
各
地
の
民
歌
を
採
集
す
る
者
が
誰
か
い
な
い
か
、
私
は
こ
の
歌
を

献
じ
た
い
）
と
詠
っ
て
い
る
。
詩
の
役
割
は
民
の
状
況
を
統
治
者
に
伝
え
、
施
政
の
参
考
に
供
す
る
こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
古
代
に
は
「
采

詩
の
官
」
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
漢
儒
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
詩
の
理
論
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
元
結
は
そ
の
創
作
活
動
に
お

い
て
一
貫
し
て
諷
諭
と
い
う
詩
の
働
き
と
、「
采
詩
」
の
政
治
的
機
能
を
重
視
し
、
実
践
し
て
き
た
。
天
宝
五
年
に
作
ら
れ
た
、
元
結
の

最
も
早
い
時
期
の
作
品
で
あ
る
「
閔
荒
詩
」
に
も
す
で
に
民
間
の
歌
謡
に
対
す
る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
詩
の
序
に
は
こ
う
あ
る
。

天
寶
丙
戌
中
…
…
得
隋
人
冤
歌
五
篇
。
考
其
歌
義
、
似
冤
怨
時
主
。
故
廣
其
意
、
采
其
歌
、
為
閔
荒
詩
一
篇
。（
天
寶
丙
戌
中
…
…
隋

人
の
冤
歌
五
篇
を
得
。
其
の
歌
義
を
考
ふ
る
に
、
時
主
を
冤
怨
す
る
に
似
る
。
故
に
其
の
意
を
廣
め
、
其
の
歌
を
采
り
、
閔
荒
詩
一
篇
を

為
る
。）
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詩
の
正
文
に
も
「
自
得
隋
人
歌
、
毎
為
隋
君
羞
。
欲
歌
當
陽
春
、
似
覺
天
下
秋
。
更
歌
曲
未
終
、
如
有
怨
氣
浮
。
奈
何
昏
王
心
、
不
覺

此
怨
尤
」（
隋
人
の
歌
を
得
て
自
り
、
毎
に
隋
君
の
為
に
羞
づ
。
歌
は
ん
と
欲
し
て
陽
春
に
当
た
る
に
、
天
下
の
秋
を
覺
ゆ
る
に
似
た
り
。

更
に
歌
へ
ば
曲
未
だ
終
は
ら
ざ
る
に
、
怨
氣
の
浮
か
ぶ
有
る
が
如
し
。
奈
何
ぞ
昏
王
の
心
、
此
の
怨
尤
を
覺
へ
ざ
る
）
と
あ
る
。
元
結
が

こ
の
よ
う
な
「
冤
怨
時
主
」
の
歌
謡
を
採
集
し
た
の
は
、
民
間
歌
謡
の
時
世
風
刺
の
機
能
を
よ
く
分
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
隋
人
の

歌
か
ら
は
庶
民
の
「
冤
怨
」、「
怨
氣
」、「
怨
尤
」
な
ど
恨
み
の
心
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
、
も
し
も
統
治
者
が
こ
の
恨
み
を
悟
ら
な

か
っ
た
ら
、
彼
は
「
昏
王
」（
暗
愚
な
王
）
で
あ
ろ
う
と
元
結
は
考
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
民
間
の
歌
謡
が
政
治
を
風
刺
し
、
君
主
に

諫
言
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
認
識
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
君
主
は
自
ら
進
ん
で
、
詩
の
採
集
に
よ
り
民
衆
の
様
子
を
観
察
し
、
民

間
の
恨
み
を
悟
る
べ
き
だ
と
も
元
結
は
考
え
て
い
た
。
元
結
は
、
そ
の
文
学
活
動
の
初
期
に
お
い
て
す
で
に
、
詩
の
最
も
正
統
な
機
能
、

つ
ま
り
「
風
」
の
機
能
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
詩
人
と
し
て
は
、
民
間
の
歌
謡
を
採
集
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
現
象
を

統
治
者
に
伝
え
、
注
意
を
促
し
、
政
治
の
役
に
立
つ
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

更
に
、
天
宝
十
年
に
元
結
は
「
系
楽
府
」
十
二
篇
を
書
き
、
そ
の
序
文
の
中
で
こ
れ
ら
の
十
二
篇
の
楽
府
詩
を
「
上
に
対
し
て
は
統
治

者
に
気
付
か
せ
る
こ
と
が
で
き
、
下
に
対
し
て
は
民
衆
を
教
化
で
き
る
（
可
以
上
感
於
上
、
下
化
於
下
）」
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
即
ち
、

「
楽
府
詩
」
の
役
目
は
、
統
治
者
を
正
し
く
諌
め
、
民
衆
を
教
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
の
序
に
お
い
て
も
改
め
て
定
義
し
て
い
る
の

で
あ
る
。『
詩
經
』
の
「
國
風
」
は
「
雅
」「
頌
」
よ
り
民
衆
の
状
況
を
反
映
す
る
も
の
と
さ
れ
、
漢
代
儒
家
の
詩
教
説
に
よ
っ
て
「
風
」

に
政
治
的
な
解
釈
が
与
え
ら
れ
た
。「
毛
詩
大
序
」
は
「
上
以
風
化
下
、
下
以
風
刺
上
、
主
文
而
譎
諫
、
言
之
者
無
罪
、
聞
之
者
足
以
戒
、

故
曰
風
」（
上
は
以
て
下
を
風
化
し
、
下
は
以
て
上
を
風
刺
す
。
文
を
主
と
し
て
譎
諫
し
、
之
を
言
う
に
罪
無
く
、
之
を
聞
け
ば
、
以
て

戒
む
る
に
足
る
、
故
に
風
と
曰
ふ
。）
と
述
べ
て
い（

31
）る。
元
結
の
説
は
、
明
ら
か
に
「
毛
詩
大
序
」
の
「
風
」
の
精
神
を
受
け
継
い
だ
も

の
で
あ
り
、「
系
楽
府
」
十
二
篇
の
内
容
も
、「
風
刺
」
の
精
神
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

例
え
ば
十
二
篇
の
一
つ
の
「
農
臣
怨
」
に
は
「
農
臣
何
所
怨
、
乃
欲
干
人
主
。
不
識
天
地
心
、
徒
然
怨
風
雨
。
將
論
草
木
患
、
欲
説
昆
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蟲
苦
。
巡
回
宮
闕
傍
、
其
意
無
由
吐
。
一
朝
哭
都
市
、
淚
盡
歸
田
畝
。
謠
頌
若
采
之
、
此
言
當
可
取
」（
農
臣
何
の
怨
む
所
ぞ
、
乃
ち
人

主
を
干
め
ん
と
欲
す
。
天
地
の
心
を
識
ら
ず
、
徒
然
と
し
て
風
雨
を
怨
む
。
將
に
草
木
の
患
を
論
ぜ
ん
と
し
、
昆
蟲
の
苦
を
説
か
ん
と
欲

す
。
宮
闕
の
傍
に
巡
回
す
る
も
、
其
の
意
吐
く
に
由
無
し
。
一
朝
都
市
に
哭
し
、
涙
盡
き
て
田
畝
に
歸
る
。
謠
頌
若
し
之
を
采
ら
ば
、
此

の
言
取
る
べ
き
に
當
た
ら
ん
）
と
あ
る
。
こ
の
農
臣
は
「
干
人
主
」
と
い
う
願
い
を
実
現
す
る
手
だ
て
が
な
い
こ
と
か
ら
、「
巡
回
宮
闕
傍
、

其
意
無
由
吐
」
と
嘆
息
し
た
。
こ
の
詩
は
「
舂
陵
行
」
と
同
じ
よ
う
に
微
妙
な
視
点
の
転
換
が
あ
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。「
不

識
天
地
心
」
か
ら
「
涙
盡
歸
田
畝
」
句
ま
で
は
す
べ
て
主
人
公
の
視
点
か
ら
表
現
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
最
後
の
二
句
「
謠
頌
若
采
之
、
此

言
當
可
取
」
は
元
結
の
個
人
的
な
判
断
と
態
度
の
表
明
で
あ
り
、
一
人
称
の
視
点
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
も
う
一
つ
の
「
去
郷
悲
」

に
は
「
躊
躇
古
塞
關
、
悲
歌
為
誰
長
。
日
行
見
孤
老
、
羸
弱
相
提
將
。
聞
其
呼
怨
聲
、
聞
聲
問
其
方
。
乃
言
無
患
苦
、
豈
棄
父
母
郷
。
非

不
見
其
心
、
仁
惠
誠
所
望
。
念
之
何
可
說
、
獨
立
為
淒
傷
」（
躊
躇
す
古
塞
關
、
悲
歌
誰
が
為
に
か
長
き
。
日
行
し
て
孤
と
老
の
、
羸
弱

相
い
に
提
将
（
た
ず
さ
え
ゆ
く
）
に
見
う
。
其
の
呼
怨
の
聲
を
聞
き
、
聲
を
聞
き
て
其
の
方
を
問
う
。
乃
ち
言
ふ
患
苦
無
け
れ
ば
、
豈
に

父
母
の
郷
を
棄
て
ん
や
。
見
ら
は
さ
ざ
る
に
非
ず
其
の
心
の
、
仁
惠
誠
に
望
む
所
な
る
を
。
之
を
念
へ
ば
何
の
説
く
べ
き
、
獨
り
立
ち
為

に
淒
傷
す
）
と
あ
る
。
こ
の
詩
に
も
視
点
の
転
換
が
行
わ
れ
て
い
る
。
詩
の
冒
頭
か
ら
「
聞
聲
問
其
方
」
句
ま
で
、
お
よ
び
最
後
の
「
念

之
何
可
說
、
獨
立
為
淒
傷
」
は
作
者
の
視
点
か
ら
表
現
さ
れ
た
も
の
だ
が
、「
乃
言
無
患
苦
、
豈
棄
父
母
郷
。
非
不
見
其
心
、
仁
惠
誠
所

望
」
の
四
句
だ
け
は
民
衆
の
言
葉
を
借
り
て
戦
争
の
災
難
と
故
郷
を
離
れ
る
苦
し
み
を
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、「
貧
婦
詞
」
に
は
「
誰

知
苦
貧
夫
、
家
有
愁
怨
妻
。
請
君
聽
其
詞
、
能
不
為
酸
淒
。
所
憐
抱
中
兒
、
不
如
山
下
麑
。
空
念
庭
前
地
、
化
為
人
吏
蹊
。
出
門
望
山
澤
、

回
頭
心
復
迷
。
何
時
見
府
主
、
長
跪
向
之
啼
」（
誰
か
知
ら
ん
苦
貧
の
夫
、
家
に
愁
怨
の
妻
有
る
を
。
請
ふ
君
其
の
詞
を
聽
け
、
能
く
為

に
酸
淒
せ
ざ
ら
ん
や
。
憐
れ
む
所
は
抱
中
の
兒
の
、
山
下
の
麑
に
如
か
ざ
る
を
。
空
し
く
念
う
庭
前
の
地
の
、
化
し
て
人
吏
の
蹊
と
為
る

を
。
門
を
出
で
て
山
澤
を
望
み
、
頭
を
回
ら
し
て
心
復
た
迷
ふ
。
何
れ
時
に
か
府
主
に
見
え
、
長
跪
し
て
之
に
向
か
い
て
啼
か
ん
）
と
あ

る
。
こ
の
詩
に
も
視
点
の
転
換
が
あ
る
。
冒
頭
か
ら
の
四
句
は
作
者
自
身
の
陳
述
で
あ
り
、「
所
憐
抱
中
兒
」
句
か
ら
最
後
ま
で
は
「
貧
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婦
」
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
社
会
の
現
実
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
最
後
の
二
句
「
何
時
見
府
主
、
長
跪
向
之
啼
」
か
ら

は
、
こ
の
貧
婦
も
上
述
の
農
臣
や
故
郷
を
離
れ
る
人
々
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
苦
し
み
を
統
治
者
や
官
吏
に
伝
え
よ
う
と
し
て
も
伝
え

る
手
だ
て
の
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

要
す
る
に
、
元
結
は
、「
閔
荒
詩
」
に
「
廣
其
意
、
采
其
歌
」、「
農
臣
怨
」
に
「
謠
頌
若
采
之
、
此
言
當
可
取
」、
更
に
「
舂
陵
行
」
に
「
何

人
采
國
風
、
吾
欲
獻
此
辭
」
な
ど
と
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
彼
が
一
貫
し
て
民
間
の
歌
謡
を
採
集
す
る
こ
と
を
重
視
し
、
朝

廷
や
統
治
者
に
こ
の
よ
う
な
楽
府
詩
を
奉
り
た
い
と
い
う
願
望
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
元
結
は
、
先
秦
時
代
の
「
采

詩
」
と
い
う
伝
統
と
漢
楽
府
の
「
風
刺
」
の
精
神
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
ま
た
唐
代
に
お
い
て
初
め
て
「
采
詩
」
の
復
活

を
明
ら
か
に
唱
え
た
人
で
あ
っ
て
、
唐
代
の
「
風
」
と
い
う
文
学
観
念
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
唐
代
の
詩
歌
理
論
に
お
い
て
は
、

元
結
以
前
の
陳
子
昂
や
李
白
は
「
風
」
を
提
唱
し
て
は
い
る
が
、
彼
ら
の
「
風
」
観
を
反
映
し
た
作
品
「
感
遇
」「
興
寄
」「
古
風
」
や
、

数
多
の
古
文
か
ら
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
察
す
る
に
、「
風
」
の
一
面
で
あ
る
「
興
寄
」
と
「
風
骨
」
を
強
調
し
て
は
い
る
が
、「
風
」

の
風
刺
の
面
に
は
あ
ま
り
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か（

32
）る。
ま
た
、
李
白
は
た
く
さ
ん
の
楽
府
詩
を
作
っ
た
が
、
個
人
的
な
真
実
の
心

情
を
表
現
す
る
こ
と
を
重
視
し
、
第
三
者
の
視
点
か
ら
直
接
的
に
社
会
風
刺
を
し
た
も
の
は
少
な
い
。
元
結
の
時
代
に
至
っ
て
も
、
楽
府

詩
を
取
り
巻
く
情
況
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
元
結
が
編
纂
し
た
同
時
代
の
詩
人
た
ち
の
作
品
集
『
篋
中
集
』
を
仔
細
に
見

る
と
、
こ
の
時
代
の
楽
府
詩
の
創
作
は
や
は
り
楽
府
古
題
を
踏
襲
し
て
、
個
人
の
感
情
や
不
平
を
表
現
す
る
も
の
の
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

『
篋
中
集
』
所
収
の
孟
雲
卿
の
「
古
別
離
」「
今
別
離
」「
悲
哉
行
」「
古
挽
歌
」「
放
歌
行
」、
張
彪
の
「
古
別
離
」、
趙
徴
明
の
「
挽
歌
詞
」、

元
季
川
の
「
古
遠
行
」
な
ど
は
、
皆
漢
魏
時
代
の
楽
府
古
題
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。『
篋
中
集
』
の
中
で
は
趙
徴
明
の
「
回

軍
跛
者
」
だ
け
が
第
三
者
の
視
点
か
ら
民
衆
の
苦
し
み
を
表
現
し
て
お
り
、
新
題
楽
府
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
は
す
べ
て
楽
府

古
題
を
使
っ
て
個
人
の
感
情
や
不
平
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。『
篋
中
集
』
は
元
結
が
自
分
の
文
学
主
張
に
あ
っ
た
作
品
を
集
め
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
作
品
は
主
に
元
結
の
主
張
の
一
面
で
あ
る
「
復
古
」
を
集
中
的
に
反
映（

33
）し、
楽
府
の
政
治
効
用
や
風
諭
精
神
な
ど
を
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主
張
す
る
も
の
は
少
な
い
。
元
結
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
の
杜
甫
は
、
確
か
に
時
の
政
治
の
弊
害
や
人
民
の
苦
痛
を
描
写
す
る
新
題
楽
府
に
力

を
注
い
だ
が
、
元
結
の
よ
う
に
明
確
に
「
采
詩
」
の
復
活
を
主
張
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
元
結
の
「
舂
陵
行
」
に
、
杜
甫
が
高
い
評
価

を
与
え
た
理
由
は
、
自
分
が
ず
っ
と
実
践
し
て
い
な
が
ら
十
分
理
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
主
張
を
、
元
結
が
明
確
に
示
し
得
た

か
ら
で
は
な
い
か
。
元
結
の
「
采
詩
」
復
活
を
望
む
主
張
は
漢
以
降
に
は
大
変
珍
し
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
朝
廷
の
命
官
で
あ
る
元
結

が
提
言
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
杜
甫
は
注
目
し
た
の
で
あ
る
。

更
に
杜
甫
は
刺
史
と
し
て
の
元
結
が
「
舂
陵
行
」
の
よ
う
な
楽
府
詩
を
作
り
出
し
た
点
に
も
意
義
を
見
出
し
た
。
杜
甫
の
序
文
「
當
天

子
分
憂
之
地
、
效
漢
官
良
吏
之
目
。
今
盜
賊
未
息
、
知
民
疾
苦
、
得
結
輩
十
數
公
、
落
落
然
參
錯
天
下
為
邦
伯
、
萬
物
吐
氣
、
天
下
少
安

可
待
矣
」
を
改
め
て
見
て
み
よ
う
。『
後
漢
書
』「
循
吏
傳
敘
」
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
統
治
者
は
し
ば
し
ば
官
吏
を
地
方
へ
派
遣
し
て
「
觀

納
民
謠
」（
民
謠
を
観
察
し
て
収
集
す
る
）
を
し
、
地
方
の
「
謠
言
單
辭
」（
民
間
の
風
謠
や
庶
民
の
言
い
分
な
ど
）
に
よ
っ
て
「
轉
易
守

長
」、
す
な
わ
ち
地
方
官
の
政
治
業
績
を
監
査
し
、
官
位
の
昇
降
や
転
勤
な
ど
を
決
め
て
い（

34
）た。「
漢
官
良
吏
」
は
も
と
も
と
「
觀
納
民
謠
」

の
職
責
を
担
っ
て
お
り
、
皇
帝
に
各
地
の
様
子
を
知
ら
せ
る
た
め
に
各
地
の
民
歌
を
集
め
る
の
は
、
官
吏
の
使
命
の
一
つ
だ
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。
元
結
が
「
何
人
采
國
風
、
吾
欲
獻
此
辭
」
と
い
う
自
覚
的
な
意
識
を
持
っ
て
こ
の
「
知
民
疾
苦
」
の
作
品
を
作
っ
た
の
は
、
杜

甫
に
お
い
て
は
「
天
子
」
の
た
め
の
「
分
憂
」
に
当
た
り
、「
漢
官
良
吏
」
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
元
結
楽
府
の
「
比
興
體
制
」

は
、『
詩
經
』
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
時
世
の
風
刺
を
行
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
安
史
の
乱
後
に
民
の
窮
状
を
知
り
、
か
つ
自
覚

的
な
意
識
を
持
っ
て
采
風
の
役
目
を
担
う
元
結
の
よ
う
な
官
吏
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
、
杜
甫
に
「
天
下
少
安
可
待
矣
」
と
い

う
希
望
を
抱
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

元
結
の
「
采
詩
」
の
精
神
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
主
張
と
、
杜
甫
が
元
結
を
賛
美
し
た
「
比
興
體
制
」
と
い
う
評
語
は
、
と
も
に
中
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唐
の
諷
諭
詩
創
作
、
特
に
元
和
時
代
の
「
新
樂
府
」
の
有
力
な
先
駆
け
と
な
っ
た
。
諷
諭
詩
の
創
作
は
白
居
易
に
至
っ
て
高
度
な
発
展
を

遂
げ
、
や
や
体
系
性
の
あ
る
理
論
を
も
形
成
し
た
。
白
居
易
は
、「
策
林
六
十
九
・
采
詩
」
と
い
う
文
章
の
中
で
明
確
に
「
立
采
詩
之
官
、

開
諷
刺
之
道
、
察
其
得
失
之
政
、
通
其
上
下
之
情
」（
采
詩
の
官
を
立
て
、
諷
刺
の
道
を
開
き
、
其
の
得
失
の
政
を
察
し
、
其
の
上
下
の

情
を
通
ぜ
し
め
ん
）
と
主
張
し
て
、
朝
廷
が
古
代
の
詩
を
採
集
す
る
制
度
を
回
復
し
、
詩
の
採
集
に
よ
り
民
間
の
様
子
を
観
察
す
べ
き
だ

と
訴
え
た
。
こ
れ
は
、
実
は
元
結
の
主
張
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
ま
た
、
白
居
易
は
憲
宗
の
元
和
年
間
、
左
拾
遺
に
任
ぜ
ら
れ
て
い

た
時
、「
元
和
小（

35
）臣」
の
立
場
で
数
多
く
の
楽
府
諷
諭
詩
を
書
い
た
が
、
そ
の
目
的
は
「
民
衆
の
苦
痛
を
救
い
、
政
治
の
闕
失
を
補
う
（
救

濟
人
病
、
裨
補
時（

36
）闕）」（「
與
元
九
書
」）
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
官
吏
と
し
て
の
元
結
が
「
比
興
體
制
」
の
楽
府
詩
を
作
っ
て

政
治
を
批
判
し
た
手
法
か
ら
啓
発
を
う
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
白
居
易
の
楽
府
詩
理
論
を
詳
細
に
見
る
と
、「
采
詩
」、「
美
刺
」、

「
察
政
之
得
失
」、「
上
感
下
化
」
な
ど
の
主
張
は
、
い
ず
れ
も
元
結
の
楽
府
理
論
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
白
居
易
の
新
楽
府
詩
は
、

創
作
の
面
で
は
主
に
杜
甫
の
歌
行
体
に
倣
っ
て
お
り
、
理
論
の
面
で
も
杜
甫
だ
け
に
言
及
し
て
い
て
、
元
結
に
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い

な（
37
）い。
だ
が
、
現
実
に
は
、
元
結
の
「
采
詩
」
の
精
神
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
主
張
が
、
白
居
易
の
楽
府
理
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
元
結
が
官
吏
の
立
場
で
楽
府
詩
を
作
る
こ
と
も
、
白
居
易
の
「
新
楽
府
五
十
首
」
を
は
じ
め
と

す
る
新
楽
府
創
作
に
あ
る
啓
発
を
与
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
元
結
の
存
在
は
新
楽
府
運
動
に
お
い
て
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
注
）

（
1
）　
「
賊
退
後
示
官
吏
作
」
の
詩
名
は
、『
元
次
山
集
』
と
『
全
唐
詩
』
に
「
賊
退
示
官
吏
」
と
作
る
。

（
2
）　

詩
「
同
元
使
君
『
舂
陵
行
』」
の
序
文
、『
杜
詩
詳
注
』、
杜
甫
著
、
仇
兆
鰲
注
。（
中
華
書
局1979

年
、
第
三
冊1691

頁
）
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（
3
）　

中
国
で
の
先
行
研
究
は
王
運
煕
・
楊
明
両
氏
の
『
隋
唐
五
代
文
学
批
評
史
』（
上
海
古
籍
出
版
社1994

）
を
は
じ
め
、
た
く
さ
ん
の
論
著
や
論
文
が
あ
る

が
、
日
本
で
も
前
野
直
彬
氏
編
『
中
国
文
学
史
』（
東
京
大
学
出
版
会1975

年
、103

頁
）
で
、
元
結
の
作
品
が
新
楽
府
の
「
さ
き
が
け
を
な
す
も
の
で
あ
っ

た
」
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
佐
藤
保
氏
執
筆
）、
市
川
桃
子
氏
「
元
結
『
舂
陵
行
』
考
」（『
東
方
学
』
六
十
集
、1980

年
）
は
「
舂
陵
行
」
が
何
を
目
的

と
し
て
書
か
れ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
、
加
藤
敏
氏
は
「
元
結
の
『
舂
陵
行
』
と
『
賊
退
示
官
吏
』
に
つ
い
て
」（『
千
葉
大
学
教
育
学

部
研
究
紀
要
』
第
45
巻
、1997

年
）
に
お
い
て
、「
舂
陵
行
」
執
筆
当
時
の
元
結
の
中
央
に
対
す
る
態
度
と
楽
府
に
対
す
る
認
識
と
を
詳
し
く
分
析
し
て

い
る
。
杜
甫
が
な
ぜ
元
結
に
対
し
て
高
い
評
価
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
正
文
氏
が
「
杜
甫
と
元
結
・『
篋
中
集
』
の
詩
人
た
ち
」（
京
都
大
学
『
中

国
文
学
報
』
一
七
、1962

年
。『
建
安
詩
人
と
そ
の
伝
統
』
所
収
、
創
文
社2002

年
）
に
お
い
て
、「
杜
甫
は
『
舂
陵
行
』
を
通
し
て
作
者
の
元
結
に
、

嘗
て
の
自
己
を
見
出
し
た
の
だ
」
と
論
じ
て
い
る
。

（
4
）　

元
結
『
元
次
山
集
』
巻
三
。
孫
望
校
。（
中
華
書
局1960

年
）

（
5
）　
『
元
稹
集
』
巻
第
二
十
三
「
樂
府
古
題
序
」（
冀
勤
点
校
、
中
華
書
局1982

年
版
、255

頁
）
に
見
え
る
杜
甫
に
対
す
る
評
語
。

（
6
）　

葛
暁
音
「
新
楽
府
的
縁
起
和
界
定
」、（『
詩
国
高
潮
與
盛
唐
文
化
』
所
収
、
北
京
大
学
出
版
社1998

年
）。
及
び
注
3
に
挙
げ
た
加
藤
敏
氏
の
論
文
。

（
7
）　
「
賊
退
示
官
吏
」
は
「
舂
陵
行
」
が
書
か
れ
て
か
ら
三
ヶ
月
以
上
後
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
前
掲
注
3
の
加
藤
敏
氏
の
論
文
を
参
照
）。

詩
の
本
文
で
は
、
ま
ず
道
州
刺
史
と
な
る
ま
で
の
自
ら
の
状
況
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
続
い
て
賊
す
ら
憐
れ
ん
だ
道
州
に
対
し
て
租
税
の
徴
求

が
厳
し
く
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
展
開
さ
れ
る
。
最
後
に
こ
う
し
た
状
況
に
対
峙
し
た
時
の
自
ら
の
決
意
、
即
ち
官
を
辞
す
る
と
い
う

決
断
が
呈
示
さ
れ
る
。
詩
の
序
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。「
癸
卯
歳
、
西
原
賊
入
道
州
，
焚
燒
殺
掠
，
幾
盡
而
去
。
明
年
，
賊
又
攻
永
州
、
破
邵
，
不
犯

此
州
邊
鄙
而
退
。
豈
力
能
制
敵
歟
？
蓋
蒙
其
傷
憐
而
已
。
諸
使
何
為
忍
苦
征
斂
。
故
作
詩
一
篇
、
以
示
官
吏
。」
本
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
：
「
昔

歳
逢
太
平
，
山
林
二
十
年
。
泉
源
在
庭
戸
，
洞
壑
當
門
前
。
進
税
有
長
期
，
日
晏
猶
得
眠
。
忽
然
遭
世
變
，
數
歳
親
戎
旃
。
今
來
典
斯
郡
，
山
夷
又
紛
然
。

城
小
賊
不
屠
，
人
貧
傷
可
憐
。
是
以
陷
鄰
境
，
此
州
獨
見
全
。
使
臣
將
王
命
，
豈
不
如
賊
焉
？
今
彼
征
斂
者
，
迫
之
如
火
煎
。
誰
能
絶
人
命
，
以
作
時

世
賢
！
思
欲
委
符
節
，
引
竿
自
刺
船
。
將
家
就
魚
麥
，
歸
老
江
湖
邊
。」『
元
次
山
集
』
巻
三
。
孫
望
校
。（
中
華
書
局1960

年
）

（
8
）　

杜
甫
詩
の
原
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。「
遭
亂
發
盡
白
，
轉
衰
病
相
嬰
。
沈
綿
盜
賊
際
，
狼
狽
江
漢
行
。
嘆
時
藥
力
薄
，
為
客
羸
瘵
成
。
吾
人
詩
家
秀
，

博
采
世
上
名
。
粲
粲
元
道
州
，
前
聖
畏
後
生
。
觀
乎
舂
陵
作
，
欻
見
俊
哲
情
。
復
覽
賊
退
篇
，
結
也
實
國
楨
。
賈
誼
昔
流
慟
，
匡
衡
常
引
經
。
道
州
憂
黎
庶
，

詞
氣
浩
縱
橫
。
兩
章
對
秋
月
，
一
字
偕
華
星
。
致
君
唐
虞
際
，
純
樸
憶
大
庭
。
何
時
降
璽
書
，
用
爾
為
丹
青
。
獄
訟
永
衰
息
，
豈
唯
偃
甲
兵
。
淒
惻
念
誅
求
，
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薄
斂
近
休
明
。
乃
知
正
人
意
，
不
苟
飛
長
纓
。
涼
飆
振
南
嶽
，
之
子
寵
若
驚
。
色
阻
金
印
大
，
興
含
滄
浪
清
。
我
多
長
卿
病
，
日
夕
思
朝
廷
。
肺
枯
渇
太
甚
，

漂
泊
公
孫
城
。
呼
兒
具
紙
筆
，
隱
幾
臨
軒
楹
。
作
詩
呻
吟
内
，
墨
淡
字
欹
傾
。
感
彼
危
苦
詞
，
庶
幾
知
者
聽
。」『
杜
詩
詳
注
』、
杜
甫
著
、
仇
兆
鰲
注
。（
中

華
書
局1979

、
第
三
冊1691

頁
）

（
9
）　

王
運
熙
・
楊
明
『
隋
唐
五
代
文
学
批
評
史
』（
上
海
古
籍
出
版
社1994

年
、262

―263

頁
）
を
参
照
。

（
10
）　

そ
の
文
章
は
次
の
通
り
で
あ
る
：
「
臣
之
述
作
、
雖
不
足
鼓
吹
六
經
、
先
鳴
數
子
、
至
于
沉
鬱
頓
挫
、
随
時
敏
捷
、
楊
雄
、
枚
皋
之
徒
、
庶
可
企
及
也
。」

杜
甫
「
進
雕
賦
表
」。『
杜
詩
詳
注
』
巻
二
十
四
、
杜
甫
著
、
仇
兆
鰲
注
。（
中
華
書
局1979

年
、
第
五
冊2172

頁
）

（
11
）　

例
え
ば
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
喬
象
鍾
・
陳
鉄
民
主
編
『
中
国
文
学
通
史
系
列
・
唐
代
文
学
史
』
：
「
杜
詩
沈
鬱
頓
挫
的
風
格
，
是
集
中
概
括

了
他
詩
歌
的
主
要
特
征
的
。
具
體
地
説
，
它
至
少
包
含
以
下
幾
層
涵
義
：
一
、
它
表
現
了
杜
詩
思
想
内
容
的
博
大
深
厚
，
生
活
體
驗
的
豐
富
真
切
，
感

情
的
飽
滿
有
力
；
二
、
它
經
過
較
長
時
間
的
積
累
、
醞
釀
、
消
化
、
觸
發
的
過
程
；
三
、
它
以
深
厚
完
整
的
意
境
、
錘
煉
精
確
的
語
言
、
鏗
鏘
瀏
亮
的

音
調
、
頓
挫
變
化
的
節
奏
表
現
出
來
。」（
人
民
文
學
出
版
社1995

年
版
、
上
巻515

頁
）、
章
培
恒
・
駱
玉
明
主
編
『
中
國
文
學
史
』
：
「
所
謂
“
沈
鬱
”

主
要
表
現
為
意
境
開
闊
壯
大
，
感
情
深
沈
蒼
涼
；
所
謂
“
頓
挫
”，
主
要
表
現
為
語
言
和
韻
律
屈
折
有
力
，
而
不
是
平
滑
流
利
或
任
情
奔
放
。」（
復
旦
大

學
出
版
社1997

年
版
、
中
冊119

頁
）、
袁
行
霈
・
羅
宗
強
主
編
『
中
國
文
學
史
』
：
「
沈
鬱
頓
挫
風
格
的
感
情
基
調
是
悲
慨
。
…
…
沈
鬱
，
是
感
情

的
悲
慨
壯
大
深
厚
；
頓
挫
，
是
感
情
表
達
的
波
浪
起
伏
、
反
復
低
回
。」（
高
等
教
育
出
版
社1999

年
版
、
第
二
巻290

頁
）
な
ど
。
ま
た
、
文
章
の
構

成
や
言
葉
使
い
の
技
巧
な
ど
を
指
す
と
い
う
説
も
あ
る
。
呉
相
洲
「
杜
詩
『
沉
鬱
頓
挫
』
風
格
含
義
辨
析
」（『
陜
西
師
範
大
学
学
報
』（
哲
学
社
会
科
学

版
）2007

年
第
五
期
）
を
参
照
。

（
12
）　

張
氏
の
原
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
：
「
例
如
：
《
弘
明
集
》
卷
六
道
恒
法
師
《
釋
駁
論
》
：
“
且
眾
生
縁
有
濃
薄
，
才
有
利
鈍
，
解
有
難
易
，
行
有
淺
深
，

是
以
啓
誨
之
道
不
一
，
悟
發
之
由
不
同
，
抑
揚
頓
挫
務
使
從
善
，
斯
乃
權
謀
之
警
策
，
妙
濟
之
津
梁
，
殊
非
誘
迫
之
謂
也
。”（《
大
正
新
修
大
藏
經
》
第

2102

頁
）
這
裏
的
“
頓
挫
”
與
“
抑
揚
”
互
文
，
意
義
接
近
“
美
刺
”，
顯
然
就
是
指
佛
家
或
警
告
或
善
誘
世
人
，
使
之
覺
悟
的
種
種
諷
諭
手
段
。」
張

安
祖
「
杜
甫
沈
鬱
頓
挫
本
意
探
源
」（『
文
學
遺
産
』2004

年
第
三
期
）
を
参
照
。

（
13
）　
『
周
禮
正
義
』
巻
二
十
三
「
春
官
・
大
師
」
の
鄭
注
（『
十
三
經
注
疏
』
中
華
書
局
影
印
本
上
冊776

頁
）

（
14
）　

朱
熹
『
詩
集
傳
』（
上
海
古
籍
出
版
社1958

年
、
一
頁
）

（
15
）　

徐
正
英
「
先
秦
至
唐
代
比
興
説
述
論
」（『
西
北
師
大
学
報
』（
哲
学
社
会
科
学
版
）2003
年
40
巻
一
期
）、
お
よ
び
徐
中
原
「
淺
論
先
秦
至
唐
比
興
之
嬗
變
」
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（『
山
東
師
範
大
學
學
報
』（
人
文
社
會
科
學
版
）2007

年
第
二
期
）
に
詳
し
い
。

（
16
）　
『
周
禮
正
義
』
：
「
賦
之
言
鋪
、
直
鋪
陳
今
之
政
教
善
惡
。
比
、
見
今
之
失
、
不
敢
斥
言
、
取
比
類
以
言
之
。
興
、
見
今
之
美
、
嫌
於
媚
諛
、
取
善
事
以

喩
勸
之
」（
之
を
賦
す
る
を
鋪
と
言
ひ
、
直
ち
に
今
の
政
教
の
善
惡
を
鋪
陳
す
。
比
は
、
今
の
失
を
見
れ
ど
も
、
敢
へ
て
斥
言
せ
ず
、
比
類
す
る
を
取
り

て
以
て
之
を
言
ふ
。
興
は
、
今
の
美
を
見
れ
ど
も
、
媚
諛
す
る
を
嫌
ひ
て
、
善
事
を
取
り
て
以
て
之
を
喩
勸
す
）『
周
禮
正
義
』
巻
二
十
三
「
春
官
・
大

師
」
の
鄭
箋
（『
十
三
經
注
疏
』
中
華
書
局
影
印
本
上
冊776

頁
）。『
毛
詩
正
義
』
巻
一
の
鄭
箋
に
も
同
じ
説
が
見
え
る
。（
三
頁
、『
十
三
經
注
疏
』
中

華
書
局
影
印
本
上
冊271

頁
）

（
17
）　

劉
勰
の
「
比
興
」
観
は
、
主
に
『
文
心
雕
龍
』「
比
興
」
に
あ
る
。
詳
し
い
解
釈
は
、
王
運
熙
・
周
鋒
『
文
心
雕
龍
訳
注
・
比
興
第
三
十
六
』（
上
海
古

籍
出
版
社1998

年
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
あ
る
研
究
者
は
「
経
学
の
比
興
」
と
「
文
学
の
比
興
」
の
両
方
面
か
ら
劉
勰
の
「
比
興
観
」
に
つ
い
て

新
解
釈
を
提
出
し
た
。
詳
し
く
は
郜
積
意
「
經
學
的
比
興
與
文
學
的
比
興

―
『
文
心
雕
龍
・
比
興
篇
』
新
説
」（『
人
文
雑
誌
』2007

年
4
期
）
を
参
照
。

（
18
）　

鐘
嶸
「
詩
品
序
」
に
「
文
已
盡
而
意
有
余
、
興
也
。
因
物
喩
誌
、
比
也
。
直
書
其
事
、
寓
言
寫
物
、
賦
也
」
と
あ
る
。

（
19
）　
『
毛
詩
正
義
』
巻
一
孔
穎
達
疏
、（
漢
鄭
玄
箋
、
唐
孔
穎
達
疏
、『
十
三
經
注
疏
』
中
華
書
局
影
印
本
上
冊271

頁
）

（
20
）　
「
喜
馬
參
軍
相
遇
醉
歌
并
序
」、『
陳
子
昂
集
』（
中
華
書
局1960

、
42
頁
）

（
21
）　
『
河
岳
英
霊
集
』
の
序
文
（
倣
宋
本
『
河
岳
英
霊
集
』、
光
緒
戊
寅
高
行
篤
手
書
本
）

（
22
）　
「
與
元
九
書
」、『
白
居
易
選
集
』、
王
汝
弼
選
注
（
上
海
古
籍
出
版
社1980

、359

頁
）

（
23
）　
『
嵇
康
集
校
注
』、
巻
第
二
、
戴
明
揚
校
注
（
人
民
文
学
出
版
社1962

年
、
83
頁
）

（
24
）　

劉
勰
著
、
範
文
瀾
註
『
文
心
雕
龍
註
』（
人
民
文
學
出
版
社1985

年
、653

頁
）

（
25
）　

杜
黎
均
『
文
心
雕
龍
文
學
理
論
研
究
和
譯
釋
』（
北
京
出
版
社1981
年
、197

頁
）、
趙
仲
邑
『
文
心
雕
龍
譯
註
』（
漓
江
出
版
社1982

年
、353

頁
）、

張
長
青
・
張
會
恩
『
文
心
雕
龍
詮
釋
』（
湖
南
人
民
出
版
社1982
年
、285

頁
）、
周
振
甫
『
文
心
雕
龍
今
譯
』（
中
華
書
局1986

年
、378

頁
）、
詹
鍈

『
文
心
雕
龍
義
証
』（
上
海
古
籍
出
版
社1989

年
、1593

頁
）、
陸
侃
如
・
牟
世
金
『
文
心
雕
龍
譯
註
』（
齊
魯
書
社1995

年
、513

頁
）、
陳
書
良
『
文

心
雕
龍
釋
名
』（
湖
南
人
民
出
版
社2007

年
、
67
頁
）、
周
明
『
文
心
雕
龍
校
釋
譯
評
』（
南
京
大
學
出
版
社2007

年
、388

～389

頁
）、
徐
浩
「『
文

心
雕
龍
・
附
會
』
淺
解
」（『
西
南
民
族
大
學
學
報
』2009

年
06
期
）、
な
ど
。

（
26
）　

詹
鍈
『
文
心
雕
龍
義
証
』（
上
海
古
籍
出
版
社1989

年
、1593

頁
）
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（
27
）　

例
え
ば
杜
黎
均
氏
の
解
釈
は
「
作
品
的
篇
章
結
構
」、
陳
書
良
氏
の
解
釈
は
「
體
裁
、
格
局
」
で
あ
り
、
周
明
氏
は
「
文
字
作
品
的
體
裁
、
規
格
及
相
應

的
風
格
要
求
」
と
註
を
附
し
て
い
る
。
ま
た
、
徐
浩
氏
は
『
文
心
雕
龍
』「
定
勢
」
篇
の
「
箴
銘
碑
誄
、
則
體
制
於
宏
深
」（
箴
銘
碑
誄
、
則
ち
宏
深
に

體
制
す
）
を
引
用
し
て
、
こ
の
「
體
制
」
は
「
箴
、
銘
、
碑
、
誄
」
の
四
つ
の
「
體
」
と
「
宏
深
」
の
「
制
」
を
指
し
て
い
る
と
説
明
し
た
。

（
28
）　
『
史
通
』「
内
篇
」
第
一
巻
、
六
家
第
一
に
詳
し
い
（
明
代
張
之
象
刻
本
、
中
華
書
局1961

年
、
7
頁
）。『
史
通
』
に
よ
れ
ば
『
東
觀
記
』
と
『
三
國
誌
』

は
い
ず
れ
も
『
漢
書
』
の
体
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
呼
び
名
は
異
な
る
と
し
て
も
、「
體
制
」
は
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
。

（
29
）　

鄭
玄
「
詩
譜
・
周
頌
」
の
孔
穎
達
疏
、『
毛
詩
正
義
』（
漢
鄭
玄
箋
、
唐
孔
穎
達
疏
、『
十
三
經
注
疏
』
中
華
書
局
影
印
本
上
冊271

頁
）

（
30
）　
「
謝
上
表
」（『
全
唐
文
』
巻380

、
中
華
書
局1960

年
、3863

頁
）
と
「
奏
免
科
率
状
」（『
全
唐
文
』
巻381

、
中
華
書
局1960

年
、3865

頁
）
の
原

文
は
長
い
の
で
省
略
す
る
。
前
掲
注
3
加
藤
敏
氏
「
元
結
の
『
舂
陵
行
』
と
『
賊
退
示
官
吏
』
に
つ
い
て
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
31
）　
『
毛
詩
正
義
』
巻
一
（『
十
三
經
注
疏
』
中
華
書
局
影
印
本
上
冊271

頁
）。

（
32
）　

陳
子
昂
「
與
東
方
左
史
虬
修
竹
篇
序
」、
李
白
「
古
風
」
其
一
な
ど
を
参
照
。
陳
子
昂
と
李
白
の
「
風
」
観
は
、
王
運
熙
・
楊
明
『
隋
唐
五
代
文
学
批
評

史
』
に
詳
し
い
。

（
33
）　

拙
文
「
盛
世
中
的
窮
者
之
音

―
論
『
篋
中
集
』
詩
人
的
復
古
與
澀
調
」（『
北
方
論
叢
』2010

年
第
一
期
、
哈
爾
濱
師
範
大
学
出
版
社2010

年
1
月
）

に
詳
し
い
。

（
34
）　
『
後
漢
書
』「
循
吏
列
傳
」
：
「（
光
武
）
數
引
公
卿
郎
將
，
列
于
禁
坐
。
廣
求
民
瘼
，
觀
納
風
謠
。
故
能
内
外
匪
懈
，
百
姓
寬
息
。
自
臨
宰
邦
邑
者
，
競

能
其
官
。
若
杜
詩
守
南
陽
，
號
為
『
杜
母
』，
任
延
、
錫
光
移
變
邊
俗
，
斯
其
績
用
之
最
章
者
也
。
又
第
五
倫
、
宋
均
之
徒
，
亦
足
有
可
稱
談
。
然
建
武
、

永
平
之
間
，
吏
事
刻
深
，
亟
以
謠
言
單
辭
，
轉
易
守
長
。」（『
後
漢
書
』
巻
七
十
六
、
中
華
書
局1965

年
、2457

頁
）

（
35
）　
「
新
楽
府
五
十
首
」
の
「
七
德
舞
」
篇
に
「
元
和
小
臣
白
居
易
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
。（
王
汝
弼
選
注
『
白
居
易
選
集
』、
上
海
古
籍
出
版
社1980

年
、
83
頁
）

（
36
）　
「
與
元
九
書
」（
王
汝
弼
選
注
『
白
居
易
選
集
』、
上
海
古
籍
出
版
社1980
年
、353

頁
）

（
37
）　

注
35
に
挙
げ
た
「
與
元
九
書
」
に
詳
し
い
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
杜
甫
お
よ
び
そ
の
新
題
楽
府
に
つ
い
て
こ
う
評
価
し
て
い
る
：
「
又
詩
之
豪
者
，
世

稱
李
、
杜
。
李
之
作
，
才
矣
！
奇
矣
！
人
不
迨
矣
！
索
其
風
雅
比
興
，
十
無
一
焉
。
杜
詩
最
多
，
可
傳
者
千
余
首
。
至
於
貫
穿
古
今
，
覙
縷
格
律
，

盡
工
盡
善
，
又
過
於
李
焉
。
然
撮
其
『
新
安
』、『
石
壕
』、『
潼
關
吏
』、『
蘆
子
關
』、『
花
門
』
之
章
，『
朱
門
酒
肉
臭
，
路
有
凍
死
骨
』
之
句
，
亦
不
過

十
三
四
。
杜
尚
如
此
，
況
不
迨
杜
者
乎
？
」


